
令和６年度 学校給食費の無償化について 

 

 

 令和６年度より、学校給食費について下記のとおりとなりますので、お知らせいたし

ます。 

  

                    記 

 

 令和５年度 令和６年度 

中学生 無償化 

小学生 

５，０００円/月 

（２８０円/食） 

無償化 
保護者負担分４，３００円/月 

（２４５円/食） 

値上げ補填 町の補助 

（３５円/食） 

幼児園（３歳以上児） 無償化 

幼児園（３歳未満児） 保育料に含まれる。 

 

※ 幼児園の３歳以上児及び中学生についてはすでに無償化となっています。 

  令和６年度より、小学生も無償化（１年生から６年生まで）になります。 

※ 町立の小中学校に通学する児童・生徒に限ります。 


